
令和元年度 

第１回 中東遠地域医療構想調整会議 

 

日 時：令和元年６月２８日（金）午後７時３０分～ 

場 所：静岡県中遠総合庁舎西館２階２０４会議室 

 

次     第 

 
○ 中東遠地域医療協議会との共通議題 

 

１ 医師確保計画の策定について（骨子案） 

 

○ 議 題 

１ 令和元年度地域医療構想調整会議の進め方について 

２ 平成３０年度病床機能報告結果について 

３ 地域医療介護総合確保基金（医療分）について 

 

 

 

 

 

【配布資料】 

○資料１  地域医療構想調整会議 令和元年度の主な協議予定事項 

○資料２  平成30 年度病床機能報告の集計結果の状況 

○資料３  地域医療介護総合確保基金（医療分） 

 

【中東遠地域医療協議会との共通議題（第１回中東遠地域医療協議会資料）】 

○資料２  医師確保計画の策定について（骨子案） 
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中東遠地域医療構想調整会議設置要綱 

 

（設置）  

第１条  医療法（昭和 23年 7月 30日法律第 205号）第 30条の 14第１項に定める「協議

の場」として中東遠地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を設置す

る。  
 

（所掌事務）  

第２条  調整会議の所掌事務は次のとおりとする。  

(1) 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議  

(2) 病床機能報告制度による情報等の共有  

(3) 地域医療構想の推進に向けた取組（地域医療介護総合確保基金事業等）に関

する事項  

(4) その他、在宅医療を含む地域包括ケアシステム、地域医療構想の達成の推進

に関する協議  
 

（委員）  

第３条  調整会議は、西部保健所長が委嘱する委員をもって構成する。  

２  調整会議に議長を置き、委員の互選により定める。  

３  議長は、調整会議の会務を総理する。  

４  議長は、あらかじめ副議長を指名することとし、必要に応じて副議長がその職

務を代行する。  
 

（任期）  

第４条  調整会議の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２  補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
 

（招集）  

第 ５ 条  調 整 会 議 は 議 長 が 招 集 す る 。 た だ し 、 設 置 後 最 初 の 調 整 会 議 は 、 西 部 保 健

所長が招集する。  
 

（議事）  

第６条  議長は会議を主宰する。  

２  議長は、必要と認めるときは、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出

席を求め、その説明又は意見を徴することができる。  

３  議長は、必要があると認めるときは、特定の事項について、関係のある委員の

みで開催することができる。  
 

（庶務）  

第７条  調整会議の庶務は、西部保健所地域医療課において処理する。  
 

（その他）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  
 

附  則  

この要綱は、平成 28年６月１日から施行する。  



（任期・令和2年5月31日まで）
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中東遠地域医療構想調整会議　構成員
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地域医療構想調整会議 令和元年度の主な協議予定事項 

 

 今年度の地域医療構想調整会議においては、以下の事項について、各圏域で協議する。 

 

１ 新規事項 

  ○公立・公的医療機関等における具体的対応方針の検証（厚生労働省で検討中） 

・公立・公的医療機関等の役割が当該医療機関でなければ担えないものに重点化されている

か、厚生労働省において2019年年央までに各医療機関の診療実績データを分析。 

・分析の結果「代替可能性がある」「診療実績が少ない」と位置付けられた公立・公的医療

機関等は、他の医療機関に機能を統合することの是非について、地域医療構想調整会議で

議論する。 

・具体的な協議内容やスケジュールについては、今後示される厚生労働省の方針を踏まえ、 

 関係団体等の意見を伺いながら、方針を定める。 

 

２ 継続事項 

○病床機能報告「定量的基準」 

・地域の実状を踏まえた医療機能の分化・連携を進めるための目安として活用するため、厚

生労働省からの要請を踏まえ、本県独自の定量的基準「静岡方式」を導入。 

 

○非稼働病床についての検討 

・平成30年度病床機能報告結果を踏まえ、再稼動計画の内容と実現性について継続協議。 

・再稼働する場合には、病床が担う医療機能、地域の医療提供体制のバランスへの影響、医

療従事者確保の実現性・妥当性等を検証。 

 

○慢性期機能の提供体制 

・療養病床転換意向調査により、「未定」の病床数、「経過措置」の病床数、「介護医療院」

の転換意向等を把握し、慢性期機能の提供体制や地域の医療ニーズを検証。 

 

○在宅医療等の推進方策 

・医療計画と介護保健事業支援計画の整合性を引き続き確保するため、訪問診療の提供状況、 

医療介護関連データの分析結果等点から検証。 

 

 

※上記共通事項のほか、圏域ごと個別課題について協議 
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医師確保計画に関するスケジュール（案）
※令和元年５月現在。今後変更があり得る。

審議会・医療対策協議会 支援センター 地域医療課（とりまとめ） 各保健所

理事会（2/26）

医療対策協議会③（3/13）

（方針了承）

医療審議会②(3/25)
（医師確保計画策定に係る報告）

◯作成方針等検討

　

理事会①(5/22)（方針検討）
国主催説明会（5/27）

医療対策協議会①（6/5）
（方針協議） 　　○骨子検討

理事会②(7/10)
（骨子検討）

医療対策協議会②（7/30）
（骨子協議） 　　　・医療対策協議会意見反映 ・医療対策協議会意見反映

理事会③(8/20)（素案叩き検討）

医療審議会①（8/27）
（骨子審議）

　　○素案検討

理事会④(10/9)
（素案検討）

　

医療対策協議会③（11/26）　
（素案協議）

医療審議会②（12/24）
（素案審議）

　　○最終案検討

理事会⑤(1/30)（最終案検討）
・パブコメ、団体意見等反映 ・パブコメ、団体意見、地域意見等反映

理事会⑥(2/26)
（最終案検討）

医療対策協議会④（3/11）
　（最終案協議） 　　・最終調整 ・最終調整

医療審議会③（3/23）
　（最終案審議） 　告示、厚生労働省報告

5月

4月

3
0
年
度

7月

9月

6月

10月

8月

3月

11月

12月

1月

2月

パブコメ

市町・関係団体意見聴取

計画素案　作成

最終案　確定

地域医療構想調整会議

素案　とりまとめ

素案　確定

　骨子とりまとめ

地域医療構想調整会議

地域医療協議会

最終案　とりまとめ

骨子　確定

地域医療構想調整会議

地域医療協議会

作成方針決定 ・ 計画骨子案作成

キャリア形成プログラム基本方針

医師需給分科会の議論取りまとめ　【厚生労働省】

医師確保計画策定ガイドラインの作成、公表　【厚生労働省】

医師偏在指標の算出　【厚生労働省】

患
者
流
出
入
都
道
府
県
間
調
整

医師偏在指標（患者流出入調整後）の算出　【厚生労働省】

報告

地域医療協議会

-2-



-
20
17

20
18

20
18

20
18

40
%

60
%

48
%

50
% +

48
.4

2,
08

6
4,
10

4
1.
97

60
.8

1.
26

20
17

20
18

10

20
18

20
18

3

-3-



A B

-20
19

20
19

A
B

C
D

A
B

C
D

4

-4-


